
 

 

 

「研究開発資金助成事業」申請事業者募集！ 
八戸地域高度技術産業都市地域（以下「地域」という。）にある企業等が行う高度技術研究開発

事業に要する経費の一部を助成することによって、高度技術の開発を促進並びに高度技術を利用す

る企業等の育成を図ることを目的とし、本事業への申請事業者を募集します。 

 

〔対象事業者〕八戸市、十和田市、三沢市、おいらせ町、六戸町、東北町、五戸町、階上町、 

南部町に事業所を有し、当該事業所内で活動する事業者（個人事業主も可） 

※複数企業による事業、産学連携事業も対象ですが、申請者は代表する企業１社となります 

〔助成内容〕以下のいずれかに該当する研究開発 

（１）高度技術の研究開発 

（２）高度技術、または高度技術を有した機器やシステムを利用した 

(2-1)新製品、新商品の開発、または製品、商品の高付加価値化のための研究開発 

(2-2)生産工程の合理化・省力化を図る研究開発 

（３）その他理事長が特に認める事業 

〔助成金額〕総事業費の２分の１以内の額（上限は１００万円） 

（ただし理事長が特に認める場合は３分の２（上限は１００万円）とする場合があり 

ます。総事業費の２分の１の額で申請いただきますが、審査結果によって３分の２ 

の助成を認める場合があります） 

〔対象経費〕①研究開発に要する原材料及び副資材購入費 

②機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付又は修繕費 

③その他理事長が特に認める経費（①＋②＞③） 

〔実施期間〕1 年以内（研究開発の開始日は「技術開発審査委員会」（８月下旬～９月中旬を予定）開催日

の翌日以降とし、年度を跨いでの実施も可） 

〔申請方法〕申請書類（研究開発助成金交付金申請書など）に必要事項をご記入の上、事務局に提 

出してください。 

〔募集期間〕令和７年６月２日（月）～令和７年７月３１日（木）必着 

〔提出方法〕提出書類を PDF（カラー）に変換し、下記電子メールにより送付してください。 

〔審査方法〕「技術開発審査委員会」で審査し採択の可否を決定 

〔そ の 他〕詳細（募集要項）は５月１２日頃当センターホームページに記載します。 

また「申請を考えているが高度技術の開発または利用に該当するか」「申請書の書き方、 

ポイントなどアドバイスはほしい」「対象経費に該当するか」などご不明点等があれば 

お問合せください 

 

 
 
 
 
 

公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 令和７年度研究開発支援事業 

【申請書類提出先・お問合せ先】 
[事務局] 公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 

[所 在 地] 〒039-2245 八戸市北インター工業団地 1-4-43 八戸インテリジェントプラザ内 
[U R L] http://www.hachinohe-ip.co.jp/index2.htm 

[T E L] 0178-21-2131 [F A X] 0178-21-2119 

[e - m a i l] hc21@hachinohe-ip.co.jp 

[営 業 日] 土日祝日・年末年始を除く平日8：30～17：00 

◆詳細は上記URL または右記二次元バーコードよりアクセスして下さい。 

  申請書等もこちらからダウンロードできます。 
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